
入札公告 

庁舎等維持管理業務の委託契約に係る条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167条の 6第 1項及び福島

県財務規則（昭和 39年福島県規則第 17号。以下「財務規則」という。）第 246条第 1

項の規定により公告する。 

 

  令和８年３月９日 

福島県知事  内堀 雅雄 

１  入札に付する事項 

(1) 件  名   福島県原子力災害対策センター清掃等業務 

(2) 業務箇所   福島県南相馬原子力災害対策センター 

（福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45－178） 

          福島県楢葉原子力災害対策センター 

（福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸１－77）  

(3) 業務概要    福島県原子力災害対策センターに係る清掃等業務 

(4) 履行期間    令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 (5) この業務は、地方自治法施行令第 167条の 10第 2項に基づく最低制限価格を設

定する業務である。 

 

２  入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たし

ている者であること。 

(1) 庁舎等維持管理業務競争入札参加有資格者名簿（令和８・９年度分）の清掃等業

務に登録されている者であること。 

(2) 福島県内に本店、支店又は営業所を有する者。 

 

３  入札に参加する者に必要な資格の確認 

(1) 本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加 

申請手続等は要しない。 

(2) 設計図書、契約の条項、入札説明書等の閲覧期間及び閲覧場所 

  ア 閲覧期間 令和８年３月９日（月）～ 令和８年３月 13日（金） 

  イ 閲覧場所 福島市杉妻町２番 16号 

         福島県庁北庁舎３階 福島県危機管理部原子力防災課 

  なお、福島県危機管理部危機管理課ホームページからダウンロードして入手する

ことができる。 

(3) 設計図書等に対する質問及び回答 

  ア 受付期間 令和８年３月９日（月）～ 令和８年３月 16日（月） 

  イ 受付方法 入札説明書による。 

  ウ 受付場所 福島県危機管理部原子力防災課（福島市杉妻町２番 16号） 

         電話番号   ０２４－５２１－７８１９ 

ファクシミリ ０２４－５２１－８３６８ 



電子メール  genshiryokubousai@pref.fukushima.lg.jp 

  エ 回答予定日 令和８年３月 18日（水） 

  オ 回答書閲覧方法 ３－(2)の閲覧場所及び福島県危機管理課ホームページに 

掲載する。 

 

４  入札方法等 

(1) 入札書の提出について 

  入札説明書による。 

(2) 入札日時等 

  ア 入札日時 令和８年３月 24日（火）午後１時 30分から 

  イ 入札場所 福島県庁 北庁舎２階「小会議室」（福島市杉妻町２番 16号） 

(3) 開札は、入札終了後に入札会場で行うものとする。 

(4) 入札結果の公表及び方法 

  入札説明書による。 

 

５ 入札参加資格要件の審査に関する事項 

  開札後、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者（最低制限価格を下回

る入札をした者を除き、同額の場合はくじ引きにより先順位となった者）に係る入札

参加資格確認書類の記載事項を審査の上、入札参加資格を確認するものとする。 

  当該者の入札参加資格が確認されなかった場合は、当該者以外の者で予定価格の範

囲内で最低の価格をもって入札した者（最低制限価格を下回る入札をした者を除き、

同額の場合はくじ引きにより先順位となった者）に係る入札参加資格確認書類の記載

事項を審査の上、入札参加資格を確認するものとし、確認できなかった場合は以下同

様に行うものとする。 

 

６  入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。 

 

７  入札の無効 

２の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び庁舎等維持管理業務

条件付一般競争入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効と

する。 

また、入札金額が最低制限価格を下回る場合は、その入札書を失格とする。 

 

８ 入札の効力 

  本件入札は、その契約に係る予算が可決され、令和８年４月１日以降で予算の執行

が可能となったときに、入札の効力が生じる。 

 

９ その他 

その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は以下のところに照会すること。 

問い合わせ先  福島県危機管理部原子力防災課 

電話番号    ０２４－５２１－７８１９ 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1772490150551


ファクシミリ  ０２４－５２１－８３６８ 

電子メール   genshiryokubousai@pref.fukushima.lg.jp 

https://dneo-ap.pref.fukushima.lg.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1772490150551

